
 報告第４号 

 

 

専 決 処 分 の 報 告 に つ い て 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定

に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について次のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定により、これを報告し承認を求める。 

 

   平成２４年５月２９日提出 

 

             亀 岡 市 長  栗 山 正  



 専決第６号 

 

 

専 決 処 分 書 

 

 

 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の

制定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条

第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 

   平成２４年４月１日 

 

             亀 岡 市 長  栗 山 正  



 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和３０年亀岡市条例

第１２号）の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

   平成２４年４月１日専決 

 

             亀 岡 市 長  栗 山 正  

 

 

 亀岡市条例第２０号 

 

 

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 

の一部を改正する条例 

 

 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和３０年亀岡市条例

第１２号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条各号を次のように改める。 

⑴ 公益財団法人 亀岡市環境事業公社（平成２４年４月１日に

公益財団法人亀岡市環境事業公社という名称で設立された法人

をいう。） 

⑵ 財団法人 亀岡市福祉事業団（昭和５８年１月２５日に財団

法人亀岡市福祉事業団という名称で設立された法人をいう。） 

⑶ 公益財団法人 亀岡市都市緑花協会（平成２３年９月１日に

公益財団法人亀岡市都市緑花協会という名称で設立された法人

をいう。） 

⑷ 公益財団法人 亀岡市体育協会（平成２４年４月１日に公益

財 団 法 人 亀 岡 市 体 育 協 会 と い う 名 称 で 設 立 さ れ た 法 人 を い

う。） 

⑸ 公益財団法人 生涯学習かめおか財団（平成２４年４月１日

に公益財団法人生涯学習かめおか財団という名称で設立された

法人をいう。） 
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⑹ 財団法人 亀岡市農業公社（平成９年１２月１０日に財団法

人亀岡市農業公社という名称で設立された法人をいう。） 

⑺ 社会福祉法人 亀岡市社会福祉協議会 

⑻ 上桂川用水土地改良区連合 

 

   附 則 

 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 

の一部を改正する条例要綱 

 

 

１ 公益法人制度改革に伴い、公益財団法人への移行認定により名

称等に変更が生じた法人等について改正することとした。 

 

２ この条例は、公布の日から施行することとした。 
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